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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】観察対象の状態等をリアルタイムで容易に把握
することのできる状態量表示装置および状態量表示方法
を提供する。
【解決手段】原波形表示用ウィンドウ３２に心電図の原
波形を表示する際、原波形が正常である場合には、正常
である原波形のＲ波頂点Ｒを赤色（正常色）で表示する
。原波形が波形異常である場合には、異常である原波形
のＲ波頂点３６を黄色（波形異常色）で表示する。原波
形がノイズ異常である場合には、異常である原波形のＲ
波頂点３８を白色（ノイズ異常色）で表示する。したが
って、ノイズ異常と波形異常とをリアルタイムで容易に
視覚的に識別することができる。このため、実験動物な
ど生体の体動によるノイズと、心筋の異常等による波形
異常とをリアルタイムで容易に視覚的に確認することが
できる。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データ、を獲得す
る状態量データ獲得手段と、表示手段と、状態量データ獲得手段により獲得された状態量
データに基づいて、表示手段に生体の状態に関連した表示を行なうよう制御する制御手段
と、を備えた状態量表示装置において、前記制御手段は、実質的にリアルタイムで、状態
量データのうち所定の着目部分を判別するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該着
目部分に対応する表示を他の部分に対応する表示と異なる態様で行なうよう制御すること
、を特徴とする状態量表示装置。
【請求項２】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データ、を獲得す
る状態量データ獲得手段と、表示手段と、状態量データ獲得手段により獲得された状態量
データに基づいて、表示手段に生体の状態に関連した表示を行なうよう制御する制御手段
と、を備えた状態量表示装置において、前記制御手段は、実質的にリアルタイムで、状態
量データに基づいて当該状態量データの特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに時
間軸を有するグラフを用いて当該特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御す
ること、を特徴とする状態量表示装置。
【請求項３】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データ、を獲得す
る状態量データ獲得手段と、表示手段と、状態量データ獲得手段により獲得された状態量
データに基づいて、表示手段に生体の状態に関連した表示を行なうよう制御する制御手段
と、を備えた状態量表示装置において、前記制御手段は、実質的にリアルタイムで、状態
量データに関連する量または当該状態量データに関連する量を得るための条件に関する表
示を行なうよう制御すること、を特徴とする状態量表示装置。
【請求項４】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得する
状態量データ獲得手段と、表示手段と、を備えたコンピュータに、状態量データ獲得手段
により獲得された状態量データに基づいて、表示手段に生体の状態に関連した表示を行な
うよう制御する処理を行なわせるプログラムを記録したプログラム記録媒体であって、実
質的にリアルタイムで、状態量データのうち所定の着目部分を判別するとともに時間軸を
有するグラフを用いて当該着目部分に対応する表示を他の部分に対応する表示と異なる態
様で行なうよう制御する処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを記録したプ
ログラム記録媒体。
【請求項５】
　請求項４のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記着目部分が、突発
的異常部分であること、を特徴とするもの。
【請求項６】
　請求項５のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記生体の状態に関連
した表示を行なうよう制御する処理は、前記状態量データに基づいて当該状態量データの
特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに抽出した特徴量データに基づいてノイズに
よる突発的異常部分とノイズによらない突発的異常部分と正常部分とを判別するとともに
当該各部分に対応する表示を相互に異なる態様で行なうよう制御すること、を特徴とする
もの。
【請求項７】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得する
状態量データ獲得手段と、表示手段と、を備えたコンピュータに、状態量データ獲得手段
により獲得された状態量データに基づいて、表示手段に生体の状態に関連した表示を行な
うよう制御する処理を行なわせるプログラムを記録したプログラム記録媒体であって、実
質的にリアルタイムで、状態量データに基づいて当該状態量データの特徴を表わす特徴量
データを抽出するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該特徴量データを過去の履歴
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を含めて表示するよう制御する処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを記録
したプログラム記録媒体。
【請求項８】
　請求項７のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記特徴量データを過
去の履歴を含めて表示するよう制御する処理は、前記特徴量データのうち突発的異常部分
を判別して除去するとともに当該突発的異常部分の除去された特徴量データを表示するよ
う制御すること、を特徴とするもの。
【請求項９】
　請求項７ないし８のいずれかのプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前
記特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する処理は、異なったスケールの
時間軸を有する複数のグラフを、同一表示画面に実質的に同時に表示するよう制御するこ
と、を特徴とするもの。
【請求項１０】
　請求項９のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記生体の状態に関連
した表示を行なうよう制御する処理は、前記生体に評価の対象となる評価薬物とともに評
価薬物の効果を確認するための反応性薬物を投与した場合の反応を状態量データの変化と
してとらえて表示する処理であって、前記特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよ
う制御する処理は、評価薬物を投与した時点を含む前記グラフと、反応性薬物を投与した
時点を含むグラフであって前記評価薬物を投与した時点を含むグラフの時間軸より拡大さ
れた時間軸を有するグラフとを、同一表示画面に実質的に同時に表示するよう制御する処
理であること、を特徴とするもの。
【請求項１１】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得する
状態量データ獲得手段と、表示手段と、を備えたコンピュータに、状態量データ獲得手段
により獲得された状態量データに基づいて、表示手段に生体の状態に関連した表示を行な
うよう制御する処理を行なわせるプログラムを記録したプログラム記録媒体であって、実
質的にリアルタイムで、状態量データに関連する量または当該状態量データに関連する量
を得るための条件に関する表示を行なうよう制御する処理をコンピュータに行なわせるた
めのプログラムを記録したプログラム記録媒体。
【請求項１２】
　請求項１１のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記状態量データに
関連する量に関する表示を行なうよう制御する処理は、前記状態量データに基づいて当該
状態量データの特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに所定期間内における特徴量
データの統計量を算出し、当該統計量に関連した表示を行なうよう制御すること、を特徴
とするもの。
【請求項１３】
　請求項１２のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記統計量は、前記
所定期間内における前記特徴量データの最大値および最小値のうちいずれか一方または双
方であること、を特徴とするもの。
【請求項１４】
　請求項１２ないし１３のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記統計
量に関連した表示を行なうよう制御する処理は、前記統計量を過去の履歴を含めて表示す
るよう制御すること、を特徴とするもの。
【請求項１５】
　請求項１２ないし１４のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記所定
期間の始期を、前記生体に対する外部からの働きかけを行なった時に設定したこと、を特
徴とするもの。
【請求項１６】
　請求項１５のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記生体に対する外
部からの働きかけは、評価の対象となる評価薬物を生体に投与する行為であること、を特



(4) JP 2008-289909 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

徴とするもの。
【請求項１７】
　請求項１５のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記生体に対する外
部からの働きかけは、評価の対象となる評価薬物の効果を確認するための反応性薬物を生
体に投与する行為であること、を特徴とするもの。
【請求項１８】
　請求項１７のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、前記所定期間の終期
を、予め定められた時点に設定したこと、を特徴とするもの。
【請求項１９】
　請求項１２ないし請求項１７のいずれかのプログラムを記録したプログラム記録媒体に
おいて、前記所定期間を決定する際、当該所定期間の始期および終期のうちいずれか一方
または双方を実質的にリアルタイムで任意に設定し得るようにしたこと、を特徴とするも
の。
【請求項２０】
　請求項４ないし１９のいずれかのプログラムを記録したプログラム記録媒体において、
前記生体の状態に対応した状態量データが、生体の心臓の状態に対応した心電図データで
あること、を特徴とするもの。
【請求項２１】
　観測対象の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得
し、獲得された状態量データに基づいて観測対象の状態に関連した表示を行なうよう制御
する状態量表示方法であって、実質的にリアルタイムで、状態量データのうち所定の着目
部分を判別するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該着目部分に対応する表示を他
の部分に対応する表示と異なる態様で行なうよう制御すること、を特徴とする状態量表示
方法。
【請求項２２】
　観測対象の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得
し、獲得された状態量データに基づいて観測対象の状態に関連した表示を行なうよう制御
する状態量表示方法であって、実質的にリアルタイムで、状態量データに基づいて当該状
態量データの特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに時間軸を有するグラフを用い
て当該特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御すること、を特徴とする状態
量表示方法。
【請求項２３】
　観測対象の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得
し、獲得された状態量データに基づいて観測対象の状態に関連した表示を行なうよう制御
する状態量表示方法であって、実質的にリアルタイムで、状態量データに関連する量また
は当該状態量データに関連する量を得るための条件に関する表示を行なうよう制御するこ
と、を特徴とする状態量表示方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
【０００１】
　この発明は、状態量表示装置および状態量表示方法等に関し、特に、生体など観測対象
の状態に対応したデータを処理して表示する技術に関する。
【従来の技術】
【０００２】
　病体の監視や、薬物の投与効果の評価に心電図が用いられる。たとえば、循環器系の病
状や、実験動物に評価薬物を投与したときに循環器系に与える影響を、心電図を用いて監
視することができる。この場合、心電図波形等が心電図モニタ（図示せず）に表示されて
おり、観察者は心電図モニタを見ることで、心機能の変化や、薬物投与による心機能の変
化を知ることができる。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記のような従来の心電図モニタには、次のような問題点があった。た
とえば、病体の監視中に被監視体が動くと心電図の変化としてあらわれるが、このような
変化は心機能の異常を調べる上ではノイズである。しかしながら、心電図の変化がノイズ
によるものか否かの判断は容易ではないことから、従来の心電図モニタにおいては、ノイ
ズによる異常であるにもかかわらず心機能の異常と判断して警告を発するようなことも多
かった。これでは、心機能の異常や変化をリアルタイムで正確に知ることができない。
【０００４】
　また、心機能を評価するために、心電図から抽出した認識値（たとえば、心筋の収縮周
期）を表示することが行なわれていたが、従来は、現時点の認識値を表示するに留まって
いた。しかし、心機能の異常や変化を判断するには、現時点の認識値だけでなく、認識値
が時間の経過と共にどのように変化してきたかを把握しなければならない。このため、従
来は、心機能の異常や変化をリアルタイムで正確に知ることができなかった。
【０００５】
　また、たとえば、心電図モニタを用いて薬物投与の効果などを評価する実験を行なう場
合、評価対象となる薬物とともに当該評価薬物の効果を知るための反応性薬物を併せて投
与することがある。しかし、これらの薬物の投与タイミングの管理や、投与の記録、投与
の効果の記録などは、ストップウォッチや実験ノートを用いて行なわれていた。このため
、複数の実験動物に対し同時に実験を行なうような場合や、手順の複雑な実験を行なうよ
うな場合には、人為ミスが発生しがちであった。すなわち、実験動物の状態を含め実験の
状況をリアルタイムで把握することが困難であった。
【０００６】
　この発明は、このような従来の心電図モニタ等の問題点を解消し、観察対象の状態等を
リアルタイムで容易に把握することのできる状態量表示装置および状態量表示方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段、発明の作用および効果】
【０００７】
　請求項１の状態量表示装置、請求項４のプログラムを記録したプログラム記録媒体およ
び請求項２１の状態量表示方法においては、実質的にリアルタイムで、状態量データのう
ち所定の着目部分を判別するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該着目部分に対応
する表示を他の部分に対応する表示と異なる態様で行なうよう制御することを特徴とする
。
【０００８】
　したがって、生体など観察対象の状態の異常や変化に関係するまたは関係しない所定の
着目部分を、リアルタイムで容易に視覚的に確認することができる。このため、観察対象
の状態の異常や変化等をリアルタイムで容易に把握することができる。
【０００９】
　請求項５のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、着目部分が突発的異
常部分であることを特徴とする。したがって、状態量データのうち突発的異常部分を、リ
アルタイムで容易に視覚的に確認することができる。
【００１０】
　請求項６のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、生体の状態に関連し
た表示を行なうよう制御する処理は、状態量データに基づいて当該状態量データの特徴を
表わす特徴量データを抽出するとともに抽出した特徴量データに基づいてノイズによる突
発的異常部分とノイズによらない突発的異常部分と正常部分とを判別するとともに当該各
部分に対応する表示を相互に異なる態様で行なうよう制御すること、を特徴とする。した
がって、ノイズによる突発的異常部分とノイズによらない突発的異常部分と正常部分とを
、リアルタイムで容易に視覚的に識別することができる。
【００１１】
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　請求項２の状態量表示装置、請求項７のプログラムを記録したプログラム記録媒体およ
び請求項２２の状態量表示方法においては、実質的にリアルタイムで、状態量データに基
づいて当該状態量データの特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに時間軸を有する
グラフを用いて当該特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御することを特徴
とする。
【００１２】
　したがって、リアルタイムで状態量データの特徴を容易に視覚的に確認することができ
る。このため、生体など観察対象の状態の異常や変化等をリアルタイムで容易に把握する
ことができる。
【００１３】
　請求項８のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、特徴量データを過去
の履歴を含めて表示するよう制御する処理は、特徴量データのうち突発的異常部分を判別
して除去するとともに当該突発的異常部分の除去された特徴量データを表示するよう制御
することを特徴とする。
【００１４】
　したがって、突発的異常部分の除去された特徴量データのみを表示することで、リアル
タイムで状態量データの特徴をさらに正確に視覚的に確認することができる。
【００１５】
　請求項９のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、特徴量データを過去
の履歴を含めて表示するよう制御する処理は、異なったスケールの時間軸を有する複数の
グラフを、同一表示画面に実質的に同時に表示するよう制御することを特徴とする。
【００１６】
　したがって、特徴量データの種類や目的に応じて、それぞれ最も適した時間軸のスケー
ルを用いてグラフ表示することができる。このため、状態量データの特徴をリアルタイム
でさらに正確に視覚的に確認することができる。
【００１７】
　請求項１０のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、生体の状態に関連
した表示を行なうよう制御する処理は、生体に評価の対象となる評価薬物とともに評価薬
物の効果を確認するための反応性薬物を投与した場合の反応を状態量データの変化として
とらえて表示する処理であって、特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御す
る処理は、評価薬物を投与した時点を含むグラフと、反応性薬物を投与した時点を含むグ
ラフであって評価薬物を投与した時点を含むグラフの時間軸より拡大された時間軸を有す
るグラフとを、同一表示画面に実質的に同時に表示するよう制御する処理であることを特
徴とする。
【００１８】
　したがって、比較的長い時間にわたって反応が持続する評価薬物の生体におよぼす影響
と、比較的短い時間で反応がなくなる反応性薬物による影響とを、それぞれ最も適した時
間軸のスケールを用いてグラフ表示することができる。このため、たとえば、反応性薬物
を次に投与するタイミング等をリアルタイムで容易に決定することができる。
【００１９】
　請求項３の状態量表示装置、請求項１１のプログラムを記録したプログラム記録媒体お
よび請求項２３の状態量表示方法においては、実質的にリアルタイムで、状態量データに
関連する量または当該状態量データに関連する量を得るための条件に関する表示を行なう
よう制御することを特徴とする。
【００２０】
　したがって、リアルタイムで状態量データに関連する量や当該関連する量を得るための
条件を容易に確認することができる。このため、たとえば、実験動物の状態を含め実験の
状況をリアルタイムで容易に把握することができる。
【００２１】
　請求項１２のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、状態量データに関
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連する量に関する表示を行なうよう制御する処理は、状態量データに基づいて当該状態量
データの特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに所定期間内における特徴量データ
の統計量を算出し、当該統計量に関連した表示を行なうよう制御することを特徴とする。
【００２２】
　したがって、特徴量データのみならず当該特徴量データの統計量に関連した表示をもリ
アルタイムで行なうことで、状態量データの特徴を統計的観点から容易に確認することが
できる。このため、生体など観察対象の状態の異常や変化等をリアルタイムでさらに容易
に把握することができる。
【００２３】
　請求項１３のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、統計量は、所定期
間内における特徴量データの最大値および最小値のうちいずれか一方または双方であるこ
とを特徴とする。
【００２４】
　したがって、所定期間内における特徴量データの変化の特徴をリアルタイムで容易に確
認することができる。
【００２５】
　請求項１４のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、統計量に関連した
表示を行なうよう制御する処理は、統計量を過去の履歴を含めて表示するよう制御するこ
とを特徴とする。
【００２６】
　したがって、統計量を過去の履歴を含めて知ることで、生体など観察対象の状態の異常
や変化等をリアルタイムでさらに正確に把握することができる。
【００２７】
　請求項１５のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、所定期間の始期を
、生体に対する外部からの働きかけを行なった時に設定したことを特徴とする。
【００２８】
　したがって、生体に対する外部からの働きかけを行なった時を起点とする統計処理を行
なうことで、当該働きかけの影響を統計的観点から容易に確認することができる。このた
め、生体など観察対象に対する当該働きかけの影響をリアルタイムで容易に把握すること
ができる。
【００２９】
　請求項１６のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、生体に対する外部
からの働きかけは、評価の対象となる評価薬物を生体に投与する行為であることを特徴と
する。
【００３０】
　したがって、生体に対する評価薬物の投与時を起点とする統計処理を行なうことで、評
価薬物投与の影響を統計的観点から容易に確認することができる。このため、生体など観
察対象に対する評価薬物投与の影響をリアルタイムで容易に把握することができる。
【００３１】
　請求項１７のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、生体に対する外部
からの働きかけは、評価の対象となる評価薬物の効果を確認するための反応性薬物を生体
に投与する行為であることを特徴とする。
【００３２】
　したがって、生体に対する反応性薬物の投与時を起点とする統計処理を行なうことで、
反応性薬物の投与により顕在化した評価薬物の効果を統計的観点からさらに容易に確認す
ることができる。このため、評価薬物の効果をリアルタイムでさらに容易に把握すること
ができる。
【００３３】
　請求項１８のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、所定期間の終期を
、予め定められた時点に設定したことを特徴とする。
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【００３４】
　したがって、反応性薬物を投与してから予め定められた時点までの期間を単位として統
計処理を行なうことで、反応性薬物を投与するごとに自動的に統計処理を行なうことがで
きる。このため、次々と実施される反応性薬物投与に合わせて評価薬物の効果をリアルタ
イムで容易に把握することができる。
【００３５】
　請求項１９のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、所定期間を決定す
る際、当該所定期間の始期および終期のうちいずれか一方または双方を実質的にリアルタ
イムで任意に設定し得るようにしたことを特徴とする。
【００３６】
　したがって、特徴量データの統計量を算出する期間をリアルタイムで任意に設定するこ
とができる。たとえば、特徴量データの推移を見ながら適当と思われる時点でリアルタイ
ムで統計処理を開始させたり終了させたりすることができる。このため、生体の反応に応
じて有為な統計処理をリアルタイムで行なうことができる。
【００３７】
　請求項２０のプログラムを記録したプログラム記録媒体においては、生体の状態に対応
した状態量データが、生体の心臓の状態に対応した心電図データであることを特徴とする
。
【００３８】
　したがって、速やかな処理を要求される循環器系の症状判定や、実験動物に評価薬物を
投与したときに循環器系に与える影響の確認を、リアルタイムで容易かつ正確に行なうこ
とができる。
【発明の実施の形態】
【００３９】
［１．装置の構成］
　図１に、この発明の一実施形態による状態量表示装置７０の構成を示す。状態量表示装
置７０は、状態量データ獲得手段２、制御手段４および表示手段６を備えている。状態量
データ獲得手段２は、状態量データを獲得する。状態量データは、観測対象である生体１
０の状態に対応しており、時間の関数として表わされる。
【００４０】
　制御手段４は、状態量データ獲得手段２により獲得された状態量データに基づいて、表
示手段６に生体１０の状態に関連した表示を行なうよう制御する。制御手段４について、
さらに詳しく説明する。
【００４１】
　制御手段４は、実質的にリアルタイムで、状態量データのうち所定の着目部分を判別す
るとともに時間軸を有するグラフを用いて当該着目部分に対応する表示を他の部分に対応
する表示と異なる態様で行なうよう制御する。この実施形態においては、上記着目部分は
、突発的異常部分である。
【００４２】
　さらに、詳しく言えば、生体１０の状態に関連した表示を行なうよう制御する処理は、
状態量データに基づいて当該状態量データの特徴を表わす特徴量データを抽出するととも
に抽出した特徴量データに基づいてノイズによる突発的異常部分とノイズによらない突発
的異常部分と正常部分とを判別するとともに当該各部分に対応する表示を相互に異なる態
様で行なうよう制御する処理である。
【００４３】
　また、制御手段４は、実質的にリアルタイムで、状態量データに基づいて当該状態量デ
ータの特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該
特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する。
【００４４】
　さらに、詳しく言えば、特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する処理
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は、特徴量データのうち突発的異常部分を判別して除去するとともに当該突発的異常部分
の除去された特徴量データを表示するよう制御する処理である。
【００４５】
　さらに、詳しく言えば、特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する処理
は、異なったスケールの時間軸を有する複数のグラフを、同一表示画面に実質的に同時に
表示するよう制御する処理である。
【００４６】
　なお、この実施形態においては、生体１０の状態に関連した表示を行なうよう制御する
処理は、生体１０に評価の対象となる評価薬物（図示せず）とともに評価薬物の効果を確
認するための反応性薬物（図示せず）を投与した場合の反応を状態量データの変化として
とらえて表示する処理であり、特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する
処理は、評価薬物を投与した時点を含むグラフと、反応性薬物を投与した時点を含むグラ
フであって評価薬物を投与した時点を含むグラフの時間軸より拡大された時間軸を有する
グラフとを、同一表示画面に実質的に同時に表示するよう制御する処理である。
【００４７】
　また、制御手段４は、実質的にリアルタイムで、状態量データに関連する量または当該
状態量データに関連する量を得るための条件に関する表示を行なうよう制御する。
【００４８】
　さらに、詳しく言えば、状態量データに関連する量に関する表示を行なうよう制御する
処理は、状態量データに基づいて当該状態量データの特徴を表わす特徴量データを抽出す
るとともに所定期間内における特徴量データの統計量を算出し、当該統計量に関連した表
示を行なうよう制御する処理である。
【００４９】
　この実施形態においては、統計量は、所定期間内における特徴量データの最大値および
最小値のうちいずれか一方または双方である。また、統計量に関連した表示を行なうよう
制御する処理は、統計量を過去の履歴を含めて表示するよう制御する処理である。
【００５０】
　また、この実施形態においては、所定期間の始期を、生体１０に対する外部からの働き
かけを行なった時点に設定するようにしている。さらに詳しく言えば、生体１０に対する
外部からの働きかけは、評価の対象となる評価薬物を生体１０に投与する行為、または、
評価の対象となる評価薬物の効果を確認するための反応性薬物を生体１０に投与する行為
である。なお、所定期間の始期を、実質的にリアルタイムで任意に設定することもできる
。
【００５１】
　また、この実施形態においては、所定期間の終期を、予め定められた時点に設定するよ
うにしている。なお、所定期間の終期を、実質的にリアルタイムで任意に設定することも
できる。
【００５２】
　なお、この実施形態においては、生体１０の状態に対応した状態量データは、生体の心
臓の状態に対応した心電図データである。
【００５３】
［２．ハードウェア構成］
　図２は、図１に示す状態量表示装置７０の各機能をＣＰＵ７４を用いて実現した場合の
ハードウェア構成の一例を示す図面である。状態量表示装置７０は、バス７２により結合
された制御部であるＣＰＵ７４、一時記憶装置であるＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）
７６、記録媒体駆動装置であるハードディスクドライブ７８、フレキシブルディスクドラ
イブ８０およびＣＤ－ＲＯＭドライブ８８、表示手段６であるディスプレイ８２、入力装
置であるキーボード８４、マウス８６およびフットスイッチ１０４、心電図センサ１０２
を備えたコンピュータである。
【００５４】
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　上述の表示制御のためのプログラムは、たとえばＣＤ－ＲＯＭドライブ８８に挿入され
た記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭ９４やフレキシブルディスクドライブ８０に挿入された記
録媒体であるフレキシブルディスク９２から、ハードディスクドライブ７８に内蔵された
記録媒体であるハードディスク９０にインストールされ、さらにＲＡＭ７６にロードされ
る。
【００５５】
　また、処理過程におけるデータや処理後のデータは、いったんＲＡＭ７６に書込まれた
後、フレキシブルディスク９２および／またはハードディスク９０に記録される。ＣＤ－
ＲＯＭ９４が書込み可能な場合には、該データがＣＤ－ＲＯＭ９４に記録されることもあ
る。
【００５６】
　すなわち、ＲＡＭ７６、ＣＤ－ＲＯＭ９４、フレキシブルディスク９２および／または
ハードディスク９０が、上記表示制御のためのプログラムを記録したコンピュータ可読の
プログラム記録媒体および／またはデータを記録したコンピュータ可読のデータ記録媒体
に該当する。
【００５７】
　ハードディスク９０にインストールされたプログラムは、ＲＡＭ７６にロードされ、Ｃ
ＰＵ７４がこれを実行する。ディスプレイ８２には、プログラムにしたがって、処理結果
などが表示される。
【００５８】
　キーボード８４やマウス８６を用いて、各種命令等を入力する。フットスイッチ１０４
を用いて、評価薬物を生体１０である実験動物１０６に投与した時点や反応性薬物を実験
動物１０６に投与した時点を入力することができる。
【００５９】
　実験動物１０６には心電図センサ１０２が取付けられており、入力インタフェース１０
０を介して、状態量データである心電図の原波形データが取込まれる。入力インタフェー
ス１００は、心電計アンプ、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）コンバータ、ドライバ等を備
えている。心電図センサ１０２および入力インタフェース１００が、図１の状態量データ
獲得手段２に該当する。
【００６０】
　記録媒体に記録されたプログラム等をコンピュータを用いて実行する手順は、とくに限
定されるものではない。たとえば、上述のように、記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭ９４やフ
レキシブルディスク９２から、別の記録媒体であるハードディスク９０にプログラム等を
インストールしたのち実行するようにしてもよいし、ＣＤ－ＲＯＭ９４やフレキシブルデ
ィスク９２に記録されたプログラム等を、ＣＤ－ＲＯＭドライブ８８やフレキシブルディ
スクドライブ８０から直接実行するようにしてもよい。
【００６１】
　なお、コンピュータによって実行可能なプログラムやデータとしては、そのままインス
トールするだけで直接実行できるものはもちろん、一旦他の形態等に変換して実行するも
の（たとえば、データ圧縮されているものを解凍して実行するもの）、さらには、他のモ
ジュール部分と組合わせて実行するものも含む。
【００６２】
　また、上述の実施形態においては、プログラムを記録したコンピュータ可読のプログラ
ム記録媒体またはデータを記録したコンピュータ可読のデータ記録媒体として、ＲＡＭ７
６、ＣＤ－ＲＯＭ９４、フレキシブルディスク９２および／またはハードディスク９０を
用いたが、該記録媒体はこれらに限定されるものではない。
【００６３】
　上記以外に、たとえば、ＤＶＤ（デジタルビデオディスク）、ＭＯディスク（光磁気記
録ディスク）、ＭＴ（磁気記録テープ）などの他、有線または無線の通信手段を介して上
記プログラムやデータの受信および／または送信を行なう場合には、搬送波や通信ケーブ
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ルなども該記録媒体に該当する。
【００６４】
［３．ソフトウェア構成］
　図３は、図１に示す状態量表示装置７０の各機能をＣＰＵ７４を用いて実現した場合（
図２参照）のソフトウェア構成の一例を示す図面である。この実施形態においては、プロ
グラム（ソフトウェア）を複数のモジュールにより構成し、各モジュールをマルチタスク
制御するようにしている。
【００６５】
　また、各モジュールは測定パラメータ（たとえば、心電図、血圧、血流、左心室内圧、
呼吸量など）ごとにオブジェクト化され、かつ、各測定パラメータは複数種の実験動物（
たとえば、犬、猿、ラットなど）に対応し得るよう構成されている。
【００６６】
　したがって、ＣＰＵ７４は、各測定パラメータごとの測定条件等の情報を記憶している
測定パラメータデータベース（図示せず）と、各動物ごとの測定条件等の情報を記憶して
いる動物データベース（図示せず）とを参照することで、複数種の実験動物について複数
種の測定パラメータを同時に測定できる。ただし、説明の便宜のため、この実施形態にお
いては１体の実験動物１０６について一つの測定パラメータ（心電図）を測定する場合を
例に説明する。
【００６７】
　上記モジュールとして、認識モジュール１０、原波形保存モジュール１２、原波形表示
モジュール１４、投与実験用認識データ管理・表示モジュール１６、反応性実験用認識デ
ータ管理・表示モジュール１８、ディジタルデータ表示モジュール２０、認識データ保存
モジュール２２がある。これら各モジュールが、図１の制御手段４に対応する。
【００６８】
　認識モジュール１０は、心電図の原波形データから特徴量データである認識値データを
抽出するとともに、抽出した認識値データに基づいて、ノイズによる突発的異常部分とノ
イズによらない突発的異常部分と正常部分とを判別して異常判定データを得る。
【００６９】
　原波形保存モジュール１２は、原波形データ、ならびに、認識モジュール１０から得ら
れた認識値データおよび異常判定データに基づいて、ハードディスク９０に原波形を保存
する。
【００７０】
　原波形表示モジュール１４は、原波形データ、認識値データおよび異常判定データに基
づいて、ディスプレイ８２に原波形をグラフ表示する（図１１、原波形表示用ウィンドウ
３２参照）。
【００７１】
　投与実験用認識データ管理・表示モジュール１６は、認識値データおよび異常判定デー
タに基づいて、ディスプレイ８２に投与実験用認識データをグラフ表示する（図１１、投
与実験用認識値表示ウィンドウ２８参照）。
【００７２】
　反応性実験用認識データ管理・表示モジュール１８は、認識値データおよび異常判定デ
ータに基づいて、ディスプレイ８２に反応性実験用認識データをグラフ表示する（図１１
、反応性実験用認識値表示ウィンドウ３０参照）。
【００７３】
　ディジタルデータ表示モジュール２０は、認識値データおよび異常判定データに基づい
て、ディスプレイ８２にディジタルデータを表示する（図１１、ディジタルデータ表示ウ
ィンドウ３４参照）。
【００７４】
　認識データ保存モジュール２２は、認識値データおよび異常判定データに基づいて、ハ
ードディスク９０に認識値データを保存する。
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【００７５】
　図４ないし図１０は、上述の認識モジュール１０、原波形保存モジュール１２、原波形
表示モジュール１４、投与実験用認識データ管理・表示モジュール１６、反応性実験用認
識データ管理・表示モジュール１８、ディジタルデータ表示モジュール２０、認識データ
保存モジュール２２の処理内容を、それぞれ表わすフローチャートである。
【００７６】
　図１１は、ディスプレイ８２の表示画面２４を示す図面である。表示画面２４は、原波
形表示用ウィンドウ３２、投与実験用認識値表示ウィンドウ２８、反応性実験用認識値表
示ウィンドウ３０、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４を備えている。
【００７７】
　図１２は、原波形表示用ウィンドウ３２の一部を拡大して表わした図面である。図１３
は、図１２に示す原波形表示用ウィンドウ３２の一部を、さらに拡大して表わした図面で
ある。図１４は、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４を拡大して表わした図面である。
図１５は、投与実験用認識値表示ウィンドウ２８の一部を拡大して表わした図面である。
図１６は、反応性実験用認識値表示ウィンドウ３０の一部を拡大して表わした図面である
。
【００７８】
　まず、図４に基づいて、認識モジュール１０における処理を説明する。ＣＰＵ７４は、
心電図センサ１０２からの信号を、入力インターフェース１００を介して取込む（ステッ
プＳ１）。ＣＰＵ７４は、１波形分のデータがすべて入力されるまで信号の取込みを行な
う（ステップＳ２）。なお、ここで１波形分のデータとは、図１３に示すように、Ｐ波始
点Ｐｂから、次のＰ波始点Ｐｂまでのデータをいう。
【００７９】
　１波形分のデータが入力されると、ＣＰＵ７４は、取込んだ１波形分のデータに関する
波形認識を行なう（ステップＳ３）。ステップＳ３において、図１３に示すように、Ｐ波
始点Ｐｂ、Ｐ波頂点Ｐａ、Ｑ波始点Ｑ、Ｒ波頂点Ｒ、Ｓ波頂点Ｓ、Ｔ波頂点Ｔａ、Ｔ波終
点Ｔｅが認識される。これら各点の値（電圧値）および各点の観測時刻（実験開始からの
経過時間）が、各認識値データに該当する。
【００８０】
　この実施形態においては、ＣＰＵ７４は、Ｑ波始点ＱとＴ波終点Ｔｅとの時間間隔ＱＴ
、Ｐ波始点ＰｂとＲ波頂点Ｒとの時間間隔ＰＲ、２つの連続する波形のＲ波頂点Ｒの時間
間隔ＲＲを、それぞれ算出するが、これら時間間隔も認識値データに該当する。
【００８１】
　つぎに、ＣＰＵ７４は、得られた各認識値データについて、異常性判定を行なう（ステ
ップＳ４）。
【００８２】
　異常性判定の方法は特に限定されるものではないが、１波形分についてノイズ異常（た
とえば体動に基づく波形の崩れ等、ノイズによる突発的異常、）であるか、波形異常（た
とえば心筋の期外収縮等、ノイズによらない突発的異常）であるか、正常であるかを判断
するようにすればよい。異常性判定の結果データを、異常判定データという。
【００８３】
　ＣＰＵ７４は、前２ステップで得られた１波形分の各認識値データおよび異常判定デー
タを出力し（ステップＳ５）、ステップＳ１に戻って、同様の処理を繰り返す。
【００８４】
　つぎに、図５に基づいて、原波形保存モジュール１２における処理を説明する。ＣＰＵ
７４は、原波形保存命令イベントを待っており（ステップＳ１１）、原波形保存命令イベ
ントが発生すると、心電図の原波形データを１波形分取込む（ステップＳ１２）。この実
施形態においては、表示画面２４（図１１参照）の保存ボタン２６がクリックされると原
波形保存命令イベントが発生するよう構成されている。
【００８５】
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　ＣＰＵ７４は、取込まれた１波形分の原波形データを、ハードディスク９０に設定され
た現在測定中の測定チャンネル保存領域（この実施形態においては、心電図保存領域）内
の原波形保存領域の今回の命令回数（今回の波形分）に対応する保存部分（図示せず）に
保存する。
【００８６】
　つぎに、ＣＰＵ７４は、前述の認識モジュール１０の出力（図４、ステップＳ５参照）
である認識値データおよび異常判定データ（ステップＳ１２で取込んだ１波形分の原波形
データに対応する認識値データおよび異常判定データ）を取込み（ステップＳ１４）、ハ
ードディスク９０に設定された心電図保存領域内の原波形用認識値保存領域の今回の波形
分に対応する保存部分（図示せず）に保存する。したがって、ステップＳ１３において保
存された原波形データと、当該原波形データに対応する認識値データおよび異常判定デー
タとが、対応づけて保存される。
【００８７】
　ＣＰＵ７４は、設定された原波形保存時間が経過したか否かを監視しており（ステップ
Ｓ１６）、まだ経過していない場合は、ステップＳ１２に戻って次の１波形分の原波形デ
ータの保存処理を行なう。一方、設定された原波形保存時間が経過すると、ステップＳ１
１に戻って、次の原波形保存命令イベントの発生を待つ。
【００８８】
　なお、この実施形態においては、原波形保存時間を予め設定するよう構成したが、原波
形保存時間の設定方法は特に限定されるものではないが、たとえば、原波形保存命令の実
行中に再度保存ボタンをクリックすることで原波形保存命令を終了させるよう構成するこ
ともできる。
【００８９】
　このように、原波形保存命令イベントを待って原波形データを保存するよう構成するこ
とで、必要な原波形データのみを選択的に保存することが可能となる。したがって、記憶
容量に余裕がないような場合には、好都合である。なお、記憶容量に余裕があるような場
合には、実験中の原波形データすべてを保存するようにしてもよい。
【００９０】
　つぎに、図６Ａ、図６Ｂに基づいて、原波形表示モジュール１４における処理を説明す
る。図６Ａに示すように、ＣＰＵ７４は、まず、原波形表示用ウィンドウ３２（図１１参
照）を作成する（ステップＳ２１）。
【００９１】
　原波形表示用ウィンドウ３２の縦軸は測定パラメータ（この実施形態においては、心電
図）に対応した最適なスケールに設定される。原波形表示用ウィンドウ３２の横軸も、測
定パラメータ（この実施形態においては、心電図）に対応した最適な時間スケールに設定
される。
【００９２】
　ＣＰＵ７４は、心電図の１波形分の原波形データを取込み（ステップＳ２２）、取込ん
だ原波形データに基づいて、原波形を原波形表示用ウィンドウ３２にグラフ表示する（ス
テップＳ２３）。ＣＰＵ７４は、ステップＳ２２～ステップＳ２３の動作を繰り返す。
【００９３】
　一方、図６Ｂに示すように、ＣＰＵ７４は、認識モジュール１０の出力（図４、ステッ
プＳ５参照）である認識値データおよび異常判定データを１波形分取込み（ステップＳ３
２）、異常判定データの種類を識別する（ステップＳ３２）。
【００９４】
　異常判定データが「正常」を示している場合には、各認識値データに対応する原波形の
部分を、それぞれ異なった正常色で表示する。図１３に拡大して示すように、原波形表示
用ウィンドウ３２において、たとえば、Ｐ波始点Ｐｂは暗い赤色、Ｐ波頂点Ｐａは黄土色
、Ｑ波始点Ｑは白色、Ｒ波頂点Ｒは赤色、Ｓ波頂点Ｓは黄色、Ｔ波頂点Ｔａは明るい紫色
、Ｔ波終点Ｔｅは紫色、という具合に表示される。
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【００９５】
　異常判定データが「波形異常」を示している場合には、当該異常である原波形の一部ま
たは全体を波形異常色を用いて表示する。この実施形態においては、原波形が波形異常で
ある場合には、図１２に示すように、異常である原波形のＲ波頂点３６を黄色（波形異常
色）で表示している。
【００９６】
　なお、異常である原波形のうち、異常に関係する認識値データに対応する部分（たとえ
ば、Ｑ波始点Ｑ）を正常色と異なる波形異常色で表示するようにしてもよい。また、当該
異常である原波形の１波形全体を波形異常色で表示するようにしてもよい。
【００９７】
　異常判定データが「ノイズ異常」を示している場合には、当該異常である原波形の一部
または全体をノイズ異常色を用いて表示する。この実施形態においては、原波形がノイズ
異常である場合には、図１２に示すように、異常である原波形のＲ波頂点３８を白色（ノ
イズ異常色）で表示している。
【００９８】
　なお、異常である原波形のうち、異常に関係する認識値データに対応する部分（たとえ
ば、Ｑ波始点Ｑ）を正常色と異なるノイズ異常色で表示するようにしてもよい。また、当
該異常である原波形の１波形全体をノイズ異常色で表示するようにしてもよい。
【００９９】
　１波形分の異常判定データの表示が終了すると、ステップＳ３１に戻り、次の１波形分
の異常判定データの表示を行なう。
【０１００】
　このように、この実施形態においては、ノイズ異常と波形異常とをリアルタイムで容易
に視覚的に識別することができる。このため、実験動物など生体の体動によるノイズと、
心筋の異常等による波形異常とをリアルタイムで容易に視覚的に確認することができる。
【０１０１】
　なお、この実施形態においては、「波形異常」と「ノイズ異常」とを別の色で表示する
ようにしたが、「波形異常」と「ノイズ異常」とを区別する必要がない場合には、同じ色
で表示するようにすることもできる。
【０１０２】
　また、この実施形態においては、波形部分の色を変えることにより、各種異常部分や正
常部分を識別するよう構成したが、この発明はこれに限定されるものではない。たとえば
、波形部分の線の太さを変えて各種異常部分や正常部分を識別するようにしてもよい。ま
た、異常部分の波形を点滅表示させるなどして識別するようにしてもよい。
【０１０３】
　つぎに、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃに基づいて、投与実験用認識データ管理・表示モジュ
ール１６における処理を説明する。図７Ａに示すように、ＣＰＵ７４は、まず、投与実験
用認識値表示用ウィンドウ２８（図１１参照）を作成する（ステップＳ４１）。
【０１０４】
　投与実験用認識値表示用ウィンドウ２８の縦軸は測定パラメータ（この実施形態におい
ては、心電図）に対応した最適なスケールに設定される。投与実験用認識値表示用ウィン
ドウ２８の横軸は、評価薬物投与の効果を把握するのに最適な時間スケールに設定される
。この実施形態においては、長時間（たとえば数十時間）にわたる評価薬物投与の効果を
一目で把握できるように時間スケールを設定している。
【０１０５】
　つぎに、ＣＰＵ７４は、認識モジュール１０の出力（図４、ステップＳ５参照）である
認識値データおよび異常判定データを１波形分取込み（ステップＳ４２）、異常判定デー
タの種類を識別する（ステップＳ４３）。
【０１０６】
　異常判定データが「正常」を示している場合には、１波形分に相当する各認識値データ
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を、それぞれ異なった色でグラフ表示する。図１１に示すように、投与実験用認識値表示
用ウィンドウ２８のうち、上段のウィンドウにおいて、たとえば、Ｐ波始点Ｐｂは暗い赤
色、Ｐ波頂点Ｐａは黄土色、Ｑ波始点Ｑは白色、Ｒ波頂点Ｒは赤色、Ｓ波頂点Ｓは黄色、
Ｔ波頂点Ｔａは明るい紫色、Ｔ波終点Ｔｅは紫色、という具合にグラフ表示される。
【０１０７】
　また、投与実験用認識値表示用ウィンドウ２８のうち、下段のウィンドウにおいて、た
とえば、時間間隔ＲＲは赤色、時間間隔ＱＴは水色、時間間隔ＰＲは灰色、という具合に
グラフ表示される。
【０１０８】
　１波形分の認識値データのグラフ表示が終了すると、ステップＳ４２に戻り、次の１波
形分の認識値データのグラフ表示処理を行なう。
【０１０９】
　ステップＳ４３において、異常判定データが「波形異常」または「ノイズ異常」を示し
ている場合には、当該異常部分を有する１波形分については認識値データのグラフ表示を
行なうことなく、ステップＳ４２に戻る。
【０１１０】
　一方、図７Ｂに示すように、ＣＰＵ７４は、薬物投与イベントの発生を監視しており（
ステップＳ５１）、薬物投与イベントが発生すると、投与実験用認識値表示用ウィンドウ
２８の投与日時の位置に、たとえば緑色で、薬物投与イベントマーク５２を表示する（ス
テップＳ５２）。この実施形態においては、フットスイッチ１０４のうち薬物投与フット
スイッチ（図示せず）が踏込まれると薬物投与イベントが発生するよう構成されている。
【０１１１】
　その後、ＣＰＵ７４は、各認識値データについて薬物投与イベントが発生する直前の値
を算出する（ステップＳ５３）とともに、薬物投与イベントが発生した日時を記憶し（ス
テップＳ５４）、投与した薬物名、投与量など投与薬物に関する情報をインプットするた
めの薬物情報入力ダイアログ（図示せず）を表示する（ステップＳ５５）。操作者（実験
者）は、当該ダイアログの案内にしたがって所定の薬物情報を入力する。
【０１１２】
　その後、ＣＰＵ７４は、ステップＳ５３で算出した薬物投与直前の各認識値データ、お
よび、ステップＳ５４で記憶した薬物投与イベント発生日時を出力し（ステップＳ５６）
、ステップＳ５１に戻って、次の薬物投与イベントの発生を待つ。
【０１１３】
　この実施形態においては、ステップＳ５３で算出する薬物投与直前の各認識値データと
して、時間間隔ＲＲ、時間間隔ＱＴ、時間間隔ＰＲ、Ｐ波頂点Ｐａ、Ｒ波頂点Ｒ、Ｓ波頂
点Ｓ、Ｔ波頂点Ｔａの他、値ＱＴc（算出式は、たとえば、ＱＴc＝時間間隔ＱＴ／ＳＱＲ
Ｔ（時間間隔ＲＲ）で表わされる。）などがある。なお、ＳＱＲＴ（Ｘ）は、Ｘの平行根
を表わす。
【０１１４】
　また、図７Ｃに示すように、ＣＰＵ７４は、反応性投与イベントの発生を監視しており
（ステップＳ６１）、反応性投与イベントが発生すると、投与実験用認識値表示用ウィン
ドウ２８の投与日時の位置に、たとえば黄色で、反応性投与イベントマーク５４を表示し
（ステップＳ６２）、ステップＳ６１に戻って、次の反応性投与イベントの発生を待つ。
【０１１５】
　この実施形態においては、フットスイッチ１０４のうち反応性投与フットスイッチ（図
示せず）が踏込まれると反応性投与イベントが発生するよう構成されている。
【０１１６】
　なお、反応性投与とは、評価薬物の投与効果を確認するために用いる反応性薬物を投与
する行為である。反応性薬物は一時的に心機能（一般的には生体機能）を変化させる薬物
である。たとえば、評価薬物を投与した状態で、さらに一時的に心拍数を上昇させる反応
性薬物を与え、そのときの心電図の様子を見れば、心拍数の上昇に対する評価薬物の投与
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効果を知ることができる。
【０１１７】
　このように、この実施形態においては、実質的にリアルタイムで、原波形データに基づ
いて当該原波形データの特徴を表わす認識値データを抽出するとともに時間軸を有するグ
ラフを用いて当該認識値データを過去の履歴を含めてグラフ表示するようにしている。
【０１１８】
　したがって、リアルタイムで認識値データの特徴を容易に視覚的に確認することができ
る。このため、実験動物に対する投薬の効果をリアルタイムで容易に把握することができ
る。
【０１１９】
　また、認識値データのうちノイズ異常や波形値異常のような突発的異常部分を判別して
除去するとともに当該突発的異常部分の除去された認識値データのみをグラフ表示するよ
うにしている。
【０１２０】
　したがって、突発的異常部分の除去された認識値データのみをグラフ表示することで、
リアルタイムで認識値データの投薬による変動をさらに正確に視覚的に確認することがで
きる。
【０１２１】
　さらに、認識値データの変動をグラフ表示する際、同グラフに、薬物投与イベントマー
ク５２や反応性投与イベントマーク５４を併せて表示するようにしている。したがって、
認識値データの変動と評価薬物や反応性薬物の投与との関係がリアルタイムで容易に判断
でき、好都合である。
【０１２２】
　つぎに、図８Ａ、図８Ｂ、図８Ｃに基づいて、反応性実験用認識データ管理・表示モジ
ュール１８における処理を説明する。図８Ａに示すように、ＣＰＵ７４は、まず、反応性
実験用認識値表示用ウィンドウ３０（図１１参照）を作成する（ステップＳ７１）。
【０１２３】
　反応性実験用認識値表示用ウィンドウ３０の縦軸は測定パラメータ（この実施形態にお
いては、心電図）に対応した最適なスケールに設定される。反応性実験用認識値表示用ウ
ィンドウ３０の横軸は、反応性薬物投与による影響を把握するのに最適な時間スケールに
設定される。
【０１２４】
　この実施形態においては、短時間（たとえば数分程度）で終る反応性薬物投与の影響を
詳細に把握できるように時間スケールを設定している。つまり、反応性実験用認識値表示
用ウィンドウ３０は、上述の投与実験用認識値表示用ウィンドウ２８の横軸だけを拡大（
たとえば、数百倍）して表示したものである。
【０１２５】
　反応性実験用認識データ管理・表示モジュール１８の図８Ａに示すステップＳ７２、ス
テップＳ７３、ステップＳ７４においては、投与実験用認識データ管理・表示モジュール
１６の図７Ａに示すステップＳ４２、ステップＳ４３、ステップＳ４４と同様の処理が行
なわれる。
【０１２６】
　ステップＳ７３において、異常判定データが「波形異常」または「ノイズ異常」を示し
ている場合には、当該異常部分を有する１波形分については認識値データのグラフ表示を
行なうことなく、ステップＳ７２に戻るのも、前述の投与実験用認識データ管理・表示モ
ジュール１６の場合と同様である。
【０１２７】
　つぎに、ＣＰＵ７４は、当該反応性薬物が投与されてから所定期間内における認識値デ
ータの最大値および最小値を算出し（ステップＳ７５）、出力し（ステップＳ７６）、制
御をステップＳ７２に戻す。
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【０１２８】
　この実施形態においては、上記所定期間として、次の反応性薬物が投与されるまでの期
間を設定している。しかし、上記所定期間は、これに限定されるものではない。たとえば
、上記所定期間を、当該反応性薬物が投与されてから一定時間（たとえば１分）とするこ
ともできる。
【０１２９】
　このように、反応性薬物を投与してから予め定められた時点までの期間を単位として認
識値データの最大値および最小値を算出する処理を行なうことで、反応性薬物を投与する
ごとに自動的に認識値データの最大値および最小値を算出させることができる。このため
、次々と実施される反応性薬物投与に合わせて評価薬物の効果をリアルタイムで容易に把
握することができる。
【０１３０】
　なお、任意のタイミングで所定期間を終了させるようにすることもできる。このように
すれば、たとえば、反応性実験用認識値表示用ウィンドウ３０で反応性薬物の影響を確認
しながら、最適なタイミングで所定期間を終了させることができるため、信頼性の高い統
計データ（最大値、最小値）が得られる。
【０１３１】
　さらに、上記認識値データの最大値および最小値を算出する対象期間の始期を任意のタ
イミングで設定するようにすることもできる。このようにすれば、たとえば、反応性実験
用認識値表示用ウィンドウ３０で反応性薬物の影響を確認しながら、最適なタイミングで
上記対象期間を開始させることができるため、さらに好都合である。
【０１３２】
　一方、図８Ｂに示すように、ＣＰＵ７４は、薬物投与イベントの発生を監視しており（
ステップＳ８１）、薬物投与イベントが発生すると、反応性実験用認識値表示用ウィンド
ウ３０の投与日時の位置に、たとえば緑色で、薬物投与イベントマーク（図示せず）を表
示し（ステップＳ８２）、ステップＳ８１に戻って、次の薬物投与イベントの発生を待つ
。
【０１３３】
　また、図８Ｃに示すように、ＣＰＵ７４は、反応性投与イベントの発生を監視しており
（ステップＳ９１）、反応性投与イベントが発生すると、反応性実験用認識値表示用ウィ
ンドウ３０をクリアし、当該反応性投与イベントの発生時刻を横軸の起点として、それ以
後の各認識値データの変動をグラフ表示する（ステップＳ９２）。
【０１３４】
　つぎに、ＣＰＵ７４は、各認識値データについて反応性投与イベントが発生する直前の
値を算出する（ステップＳ９３）とともに、反応性投与イベントが発生した日時を記憶し
（ステップＳ９４）、投与した薬物名、投与量など反応性薬物に関する情報をインプット
するための反応性薬物情報入力ダイアログ（図示せず）を表示する（ステップＳ９５）。
操作者（実験者）は、当該ダイアログの案内にしたがって所定の反応性薬物情報を入力す
る。
【０１３５】
　その後、ＣＰＵ７４は、ステップＳ９３で算出した反応性薬物投与直前の各認識値デー
タ、および、ステップＳ９４で記憶した反応性投与イベント発生日時を出力し（ステップ
Ｓ９６）、ステップＳ９１に戻って、次の反応性投与イベントの発生を待つ。
【０１３６】
　この実施形態においては、ステップＳ９３で算出する反応性薬物投与直前の各認識値デ
ータは、前述の投与実験用認識データ管理・表示モジュール１６の場合と同様、時間間隔
ＲＲ、時間間隔ＱＴ、時間間隔ＰＲ、Ｐ波頂点Ｐａ、Ｒ波頂点Ｒ、Ｓ波頂点Ｓ、Ｔ波頂点
Ｔａ、および、値ＱＴcなどである。
【０１３７】
　このように、この実施形態においては、投与実験用認識値表示用ウィンドウ２８ととも
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に、当該投与実験用認識値表示用ウィンドウ２８の横軸だけを拡大して反応性実験用認識
値表示用ウィンドウ３０として表示している。
【０１３８】
　したがって、比較的長い時間にわたって反応が持続する評価薬物の実験動物におよぼす
影響と、比較的短い時間で反応がなくなる反応性薬物による影響とを、それぞれ最も適し
た時間軸のスケールを用いてグラフ表示することができる。このため、たとえば、反応性
薬物を次に投与するタイミング等をリアルタイムで容易に決定することができる。
【０１３９】
　つぎに、図９、および、表示画面２４のディジタルデータ表示ウィンドウ３４を拡大し
た図１４に基づいて、ディジタルデータ表示モジュール２０における処理を説明する。Ｃ
ＰＵ７４は、まず、動物データベースに基づいて設定された測定モードを表示する（ステ
ップＳ１０１）。測定モードは、図１４に示すディジタルデータ表示ウィンドウ３４の測
定モード表示領域４０に表示される。
【０１４０】
　ＣＰＵ７４は、コンピュータ内部で自動的に発生する１秒毎イベントを監視しており（
ステップＳ１０２）、１秒毎イベントが発生すると、測定開始からの計測時間（ステップ
Ｓ１０３）、終了時刻が確定している場合には測定残時間（ステップＳ１０４）、測定状
態（ステップＳ１０５）、評価薬物の投与後経過時間（ステップＳ１０６）、反応性薬物
の投与後経過時間（ステップＳ１０７）、および、現在の認識値データ（測定データ）の
１秒間の平均値（ステップＳ１０８）を表示する。
【０１４１】
　計測時間、測定残時間（残時間）および測定状態は、図１４に示すディジタルデータ表
示ウィンドウ３４の計測時間等表示領域４２に表示される。評価薬物の投与後経過時間（
投与後時間）および反応性薬物の投与後経過時間（反応後時間）は、ディジタルデータ表
示ウィンドウ３４の投与後時間等表示領域４４に表示される。現在の認識値データ（測定
データ）の１秒間の平均値（現在値）は、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４の現在値
表示領域４６に表示される。
【０１４２】
　一方、ＣＰＵ７４は、上述の薬物投与イベント入力があったか否かの判断を行ない（ス
テップＳ１０９）、薬物投与イベント入力があった場合には、投与実験用認識データ管理
・表示モジュール１６で出力された薬物投与前値（各認識値データについて薬物投与イベ
ントが発生する直前の値）および投与日時（薬物投与イベントが発生した日時）（図７Ｂ
、ステップＳ５６参照）を取込み（ステップＳ１１０）、取込んだ薬物投与前値を表示す
る（ステップＳ１１１）。薬物投与前値は、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４の前値
表示領域４８に表示される。
【０１４３】
　ＣＰＵ７４は、その後、評価薬物の投与後経過時間（投与後時間）をリセットする。投
与後時間をリセットすることにより、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４の投与後時間
等表示領域４４には、今回の薬物投与イベントを起点として、評価薬物の投与後経過時間
が表示されることとなる。
【０１４４】
　ＣＰＵ７４は、つぎに、反応性投与イベント入力があったか否かの判断を行なう（ステ
ップＳ１１３）。なお、ステップＳ１０９において薬物投与イベント入力がなかった場合
も、ステップＳ１１３に制御を移す。
【０１４５】
　ステップＳ１１３において反応性投与イベント入力があった場合には、反応性実験用認
識データ管理・表示モジュール１８で出力された反応性投与前値（各認識値データについ
て反応性投与イベントが発生する直前の値）および投与日時（反応性投与イベントが発生
した日時）（図８Ｃ、ステップＳ９６参照）を取込み（ステップＳ１１４）、取込んだ反
応性投与前値を表示する（ステップＳ１１５）。反応性投与前値は、ディジタルデータ表
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示ウィンドウ３４の前値表示領域４８に表示される。したがって、前値表示領域４８には
、反応性投与前値または薬物投与前値のいずれか一方が表示されることになる。
【０１４６】
　ＣＰＵ７４は、その後、反応性薬物の投与後経過時間（反応後時間）をリセットする。
反応後時間をリセットすることにより、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４の投与後時
間等表示領域４４には、今回の反応性投与イベントを起点として、反応性薬物の投与後経
過時間が表示されることとなる。
【０１４７】
　ＣＰＵ７４は、つぎに、反応性薬物が投与されてから所定期間内における認識値データ
の最大値および最小値についての情報があるか否かについて判断する（ステップＳ１１７
）。なお、ステップＳ１１３において反応性投与イベント入力がなかった場合も、ステッ
プＳ１１７に制御を移す。
【０１４８】
　ステップＳ１１７において、上記最大値および最小値についての情報がある場合には、
反応性実験用認識データ管理・表示モジュール１８で出力された当該最大値および最小値
（図８Ａ、ステップＳ７６参照）を取込んで（ステップＳ１１８）、表示する（ステップ
Ｓ１１９）。
【０１４９】
　当該最大値および最小値は、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４の最大値等表示領域
５０に表示される。図１４に示すように、最大値等表示領域５０には、反応性投与イベン
トが発生するごとに、代表認識値データ（この実施形態においては時間間隔ＲＲ）の最大
値および最小値が、過去の分も含めて表示される。
【０１５０】
　最大値等表示領域５０の各行には、上記最大値［Ｍａｘ：３９３等］および最小値［Ｍ
ｉｎ：３０７等］の他、反応性薬物の投与回数［（０１）等］、投与前の代表認識値デー
タ［Ｂｆ：３５６等］、投与前の代表認識値データから最大値または最小値までの変化値
［Δ＋３７、Δ－４９等］、投与時から最大値または最小値が生ずるまでの経過時間［Ｔ
ｍ１０１ｓ、Ｔｍ６ｓ等］が、表示される。
【０１５１】
　最大値等表示領域５０の表示が終ると、ＣＰＵ７４は、ステップＳ１０２に制御を移す
。ステップＳ１１７において上記最大値および最小値についての情報がない場合にも、Ｃ
ＰＵ７４は、ステップＳ１０２に制御を移す。
【０１５２】
　このように、この実施形態においては、反応性投与イベントが発生するごとに、代表認
識値データの最大値および最小値やこれに関連する量を、リアルタイムで表示するように
している。
【０１５３】
　したがって、反応性薬物の影響による心電図の変化を端的に表わす代表認識値データの
最大値および最小値を表示することで、実験動物の心機能の変化をリアルタイムで容易に
把握することができる。
【０１５４】
　また、代表認識値データの最大値および最小値やこれに関連する量については、過去の
分も含めて表示するようにしている。したがって、反応性実験用認識値表示用ウィンドウ
３０に表示されない過去の反応性薬物投与の結果についても、リアルタイムで把握するこ
とができる。
【０１５５】
　また、上述のように、ディジタルデータ表示ウィンドウ３４には、測定モード、測定開
始からの計測時間、測定残時間、測定状態、評価薬物の投与後経過時間、反応性薬物の投
与後経過時間、現在の認識値データ、薬物投与前値または反応性投与前値など、試験の条
件や状況に関する表示を行なうようにしている。
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【０１５６】
　したがって、リアルタイムで上記条件を容易に確認することができる。このため、たと
えば、実験中にメモなどをとることなく、実験動物の状態を含め実験の状況をリアルタイ
ムで容易に把握することができる。
【０１５７】
　また、この実施形態においては、認識値データのうち代表認識値データとして時間間隔
ＲＲについてのみ最大値および最小値を表示するようにしている。しかし、最大値および
最小値を表示する認識値データは時間間隔ＲＲに限定されるものではない。たとえば、値
ＱＴcを代表認識値データとして最大値および最小値を表示するようにしてもよい。また
、複数種の認識値データを代表認識値データとし、各代表認識値データについて、それぞ
れ最大値および最小値を表示するようにしてもよい。
【０１５８】
　また、認識値データの最大値および最小値を表示するようにしたが、認識値データの最
大値または最小値のいずれか一方のみを表示するようにしてもよい。さらに、認識値デー
タの最大値や最小値以外に、たとえば、平均値や分散など、認識値データについて、適切
と思われる他の統計量を表示するようにしてもよい。
【０１５９】
　つぎに、図１０に基づいて、認識データ保存モジュール２２における処理を説明する。
ＣＰＵ７４は、前述の認識モジュール１０の出力（図４、ステップＳ５参照）である１波
形分の認識値データおよび異常判定データを取込み（ステップＳ１２１）、ハードディス
ク９０に設定された心電図保存領域内の認識値保存領域に、これらを保存する（ステップ
Ｓ１２２）。ＣＰＵ７４は、ステップＳ１２１、ステップＳ１２２の動作を繰り返し、全
波形について、１波形ごとの認識値データおよび異常判定データを記録する。
【０１６０】
［４．その他の実施形態］
　なお、上述の実施形態においては、状態量表示装置７０の各機能をＣＰＵ７４を用いて
実現した場合を例に説明したが、状態量表示装置７０の各機能の一部または全部を、ハー
ドウェアロジックにより実現するよう構成することもできる。
【０１６１】
　また、上述の実施形態においては、測定パラメータとして心電図を例に説明したが、測
定パラメータが、たとえば、血圧、血流、左心室内圧など他の循環器系パラメータである
場合や、呼吸量等呼吸器系パラメータである場合や、さらに消化器系パラメータである場
合にも、この発明を適用することができる。
【０１６２】
　また、１体の実験動物１０６について一つの測定パラメータを測定する場合を例に説明
したが、この発明はこれに限定されるものではない。たとえば、異種または同種の複数の
実験動物について、同時に一つの測定パラメータを測定する場合や、１体の実験動物につ
いて、同時に複数種の測定パラメータの測定を行なう場合や、さらに、異種または同種の
複数の実験動物について、同時に複数種の測定パラメータの測定を行なう場合にも、この
発明を適用することができる。
【０１６３】
　また、この発明は、実験動物のみならず、人間を含む生体全般ついてその状態を表わす
測定パラメータを測定する場合にも適用することができる。さらに、生体のみならず、気
象状態や経済状態など時間の関数として表現し得る状態に対応した状態量データに基づい
て表示を行なうような場合にも、この発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】この発明の一実施形態による状態量表示装置７０の構成を示す図面である。
【図２】図１に示す状態量表示装置７０の各機能をＣＰＵ７４を用いて実現した場合のハ
ードウェア構成の一例を示す図面である。
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【図３】図１に示す状態量表示装置７０の各機能をＣＰＵ７４を用いて実現した場合のソ
フトウェア構成の一例を示す図面である。
【図４】認識モジュール１０の処理内容を表わすフローチャートである。
【図５】原波形保存モジュール１２の処理内容を表わすフローチャートである。
【図６】図６Ａ，Ｂは、原波形表示モジュール１４の処理内容を表わすフローチャートで
ある。
【図７】図７Ａ，Ｂ，Ｃは、投与実験用認識データ管理・表示モジュール１６の処理内容
を表わすフローチャートである。
【図８】図８Ａ，Ｂ，Ｃは、反応性実験用認識データ管理・表示モジュール１８の処理内
容を表わすフローチャートである。
【図９】ディジタルデータ表示モジュール２０の処理内容を表わすフローチャートである
。
【図１０】認識データ保存モジュール２２の処理内容を表わすフローチャートである。
【図１１】ディスプレイ８２の表示画面２４を示す図面である。
【図１２】表示画面２４の原波形表示用ウィンドウ３２の一部を拡大して表わした図面で
ある。
【図１３】図１２に示す原波形表示用ウィンドウ３２の一部を、さらに拡大して表わした
図面である。
【図１４】表示画面２４のディジタルデータ表示ウィンドウ３４を拡大して表わした図面
である。
【図１５】表示画面２４の投与実験用認識値表示ウィンドウ２８の一部を拡大して表わし
た図面である。
【図１６】表示画面２４の反応性実験用認識値表示ウィンドウ３０の一部を拡大して表わ
した図面である。
【符号の説明】
【０１６５】
　３２・・・・・原波形表示用ウィンドウ
　３６・・・・・波形異常である原波形のＲ波頂点
　３８・・・・・ノイズ異常である原波形のＲ波頂点
　Ｒ・・・・・・正常である原波形のＲ波頂点
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(24) JP 2008-289909 A 2008.12.4
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月18日(2008.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データ、を獲得す
る状態量データ獲得手段と、
　表示手段と、
　状態量データ獲得手段により獲得された状態量データに基づいて、表示手段に生体の状
態に関連した表示を行なうよう制御する制御手段と、
　を備えた状態量表示装置において、
　前記制御手段は、実質的にリアルタイムで、状態量データに基づいて当該状態量データ
の特徴を表わす特徴量データを抽出するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該特徴
量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御すること、
　を特徴とする状態量表示装置。
【請求項２】
　生体の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得する
状態量データ獲得手段と、表示手段と、を備えたコンピュータに、状態量データ獲得手段
により獲得された状態量データに基づいて、表示手段に生体の状態に関連した表示を行な
うよう制御する処理を行なわせるプログラムを記録したプログラム記録媒体であって、
　実質的にリアルタイムで、状態量データに基づいて当該状態量データの特徴を表わす特
徴量データを抽出するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該特徴量データを過去の
履歴を含めて表示するよう制御する処理をコンピュータに行なわせるためのプログラムを
記録したプログラム記録媒体。
【請求項３】
　請求項２のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、
　前記特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する処理は、
　前記特徴量データのうち突発的異常部分を判別して除去するとともに当該突発的異常部
分の除去された特徴量データを表示するよう制御すること、
　を特徴とするもの。
【請求項４】
　請求項２ないし３のいずれかのプログラムを記録したプログラム記録媒体において、
　前記特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する処理は、異なったスケー
ルの時間軸を有する複数のグラフを、同一表示画面に実質的に同時に表示するよう制御す
ること、
　を特徴とするもの。
【請求項５】
　請求項４のプログラムを記録したプログラム記録媒体において、
　前記生体の状態に関連した表示を行なうよう制御する処理は、前記生体に評価の対象と
なる評価薬物とともに評価薬物の効果を確認するための反応性薬物を投与した場合の反応
を状態量データの変化としてとらえて表示する処理であって、
　前記特徴量データを過去の履歴を含めて表示するよう制御する処理は、評価薬物を投与
した時点を含む前記グラフと、反応性薬物を投与した時点を含むグラフであって前記評価
薬物を投与した時点を含むグラフの時間軸より拡大された時間軸を有するグラフとを、同
一表示画面に実質的に同時に表示するよう制御する処理であること、
　を特徴とするもの。
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【請求項６】
　請求項２ないし５のいずれかのプログラムを記録したプログラム記録媒体において、
　前記生体の状態に対応した状態量データが、生体の心臓の状態に対応した心電図データ
であること、
　を特徴とするもの。
【請求項７】
　観測対象の状態に対応した状態量データであって時間の関数である状態量データを獲得
し、獲得された状態量データに基づいて観測対象の状態に関連した表示を行なうよう制御
する状態量表示方法であって、
　実質的にリアルタイムで、状態量データに基づいて当該状態量データの特徴を表わす特
徴量データを抽出するとともに時間軸を有するグラフを用いて当該特徴量データを過去の
履歴を含めて表示するよう制御すること、
　を特徴とする状態量表示方法。
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